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春らしい暖かい日が続き、木々の芽もふくらむ季節となりました。 

さて、暖かくなったことで子どもたちの活動も幅を広げ、自転車に乗って移動することが多くな

りました。毎年この時期は市内でも自動車との接触事故が報告されています。命に関わることです。 

楽しさの中にも十分気をつけながら生活するようにしてください。 

また、交通事故だけでなく、水や火の事故も心配です。事故やケガのない連休を過ごしましょう。 

 

１．外出
がいしゅつ

するときは、きまりを守
まも

りましょう。 
※行き先、帰る時刻、誰と遊ぶかをハッキリ伝え、家の人の許しをもらってから外出しましょう。 

※明るいうちに家に着くようにしましょう。（５月は午後６時までに帰宅です。） 

※一人歩き、一人遊びはさけ、何人かで遊ぶようにしましょう。 

※知らない人に誘われても、絶対についていかないようにしましょう。 

 無理に誘われたり危険を感じたりしたら、近くの人に大声で知らせ急いで逃げましょう。すぐに

１１０番や学校に通報しましょう。「子どもＳＯＳの家」の場所の確認もしておきましょう。 

※お金を大切にし、むだづかいしないようにしましょう。 

※買い食い、食べ歩き、お金の貸し借りはしません。（買い食いしている様子が目立つという声も

聞かれます） 

※子ども同士で校区外（コミセンや日新プールなど公共施設）へ行けるのは４～6年生です。 

 ＊＊＊校区外の公園の利用について＊＊＊ 

今年度より子どもだけで校区外の公園に遊びには行けないきまりになりました。市内の小学校

は全て同じきまりになっており、昨年度校区外の公園で他校の児童とのトラブルも発生している

ため、きまりを見直しすることになりました。校区外の公園は必ず保護者と一緒に遊びに行くよ

う、ご理解・ご協力をお願いします。  
 

※お店（スーパーや大型店）やゲームセンター、カラオケボックスなどは保護者、または保護者の

依頼を得た責任の持てる成人と同伴で行くようにしましょう。 

＊＊＊保護者同伴とは保護者がそばにいる状態を言います。＊＊＊ 

※交通ルールを守りましょう。 

 

２．交通
こうつう

事故
じ こ

に気
き

をつけましょう。 
※横断歩道を渡りましょう。（登下校などでも信号がない横断歩道を渡ったり、車道にはみ出した

りしている子どもたちが見られるそうです） 

※道路には、絶対に飛び出してはいけません。 

※横断歩道を渡る時には左右を確認し、自転車を押して渡りましょう。 

※自転車はルールを守って、正しい乗り方をしましょう。二人乗り、手放し、飛び出しなどをして

はいけません。 



３．危険
き け ん

な遊
あそ

びは絶対
ぜったい

にやめましょう。 
※川、沼、海など危険な場所には近づいてはいけません。 
※道路や線路、工事現場などで遊んではいけません。 

・線路に入ることは大変危険です。電車を遅らせてしまい、たくさんの人たちに

迷惑をかけることになります。 

※火遊びは絶対にしてはいけません。 

・各家庭でライターなどの管理にご注意ください。 

・不審火を見つけたら、１１９番（消防）へ連絡しましょう。 

☆保 護 者 の 皆 様 へ 
◎交通ルールを守らせるとともに、交通安全の指導を行って下さい。あわせて自転車の点検･整備

もお願いします。 

◎外出の際には、行き先や誰と一緒に行くのか、何時に帰ってくるのかなどをしっかり確認してか

ら許可するようにして下さい。 

◎不審者による被害があった場合は必ず警察へ連絡するようお願い

します。（不審者対策はスピードが肝心です。まずは警察へお願い

します。学校への連絡はその後でお願いします。） 

 ・各地域にて、写真を撮られたなどの不審者の情報があります。 

 

★小学生
しょうがくせい

にも広
ひろ

がるＳＮＳ 

全世界で広がっているＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、有名な物に LINE(ライン)、Mixi(ミ

クシー)などがあります。その SNSは子どもたちの間でも広がり、小学生が利用している実態もあります。 

できること 

・パソコンや携帯電話はもちろん、ゲームでも簡単にコミュニケーションをとることができます。 

・日記、つぶやき（ツイート）などのサービスを使って同級生やネットで知り合った人と交流できます。 

お子さんに伝えてほしいこと 

１．パソコンや携帯電話のディスプレイの先には、みなさんと同じ人間が座っています。 

２．メールやチャット、掲示板は文字が中心なので、自分の気持ちも相手の感情も伝わりにくくなります。

（何を伝えたいのかしっかり考え、文章はわかりやすく書きましょう） 

３．自分のホームページなどに友達の写真を勝手に載せてはいけません。他人の個人情報やプライバシーを

勝手に書き込むこととも厳禁です。 

４．メールを送信するときは、言葉遣いや内容が間違っていないかを確認しましょう。 

５．チェーンメールは無視しましょう。 

６．ネットを通して知り合った人と直接会うことは避けましょう。（会って被害を受けた事例もあります。） 

７．わからないことや不安なことがおこったら、学校の先生、お家の人に必ず相談しましょう。 

 

連休中などはゲームやコンピュータにふれる機会も多くなるかもしれません。子どもたちはメールやイ

ンターネットを通して、いじめや犯罪の被害者、加害者になることも考えられます。保護者の皆様も子ども

たちの利用状況・実態をともに見守っていきましょう。ご協力よろしくお願いします。 

 
〇学校への携帯電話の持ち込みについて 

 「習い事にまっすぐ行き、帰る時刻が遅くなるため、子どもに携帯電話を持たせたいのですが？」・・・ 

等の理由で学校に携帯電話を持たせたいという申し込みが数件あります。携帯電話の学校への持ち込みは 

原則禁止です。 


